
 

 

 

平 成 28 年 度 事 業 計 画 書 

（平成 28 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日） 

 

 

Ⅰ 基本方針等 

 

１．設立の目的 

 当財団は、静岡市内の中小企業の勤労者を対象に、中小企業単独では実施する

ことが困難な、総合的な福利厚生事業を提供することにより、中小企業で働く勤

労者等の活力の増進と市民福祉の向上及び産業の発展に寄与することを目的と

しています。 

 

 

２．基本方針 

（1）安定的な財政基盤の確立 

（2）持続可能な経営体制の整備 

（3）会員の満足度向上 

（4）認知度の向上 

（5）会員の拡大 

 

平成 27年度までは、平成 25年 11月に策定した「事業の進め方について」を

基本として、着実に財団運営を進めて参りました。 

平成 28年度は、上記基本方針を柱に新たな事業の進め方を策定し、会員ニー

ズの的確な把握と地域の特性を活かした魅力的な事業を提供することにより、会

員拡大と地域産業の活性化に貢献できる財団運営に努めて参ります。 

  

 

３．重点事項 

（1）計画的な広報及び周知活動 

（2）地域の活性化に繋がる魅力的な事業の提供 

（3）情報化の進展を踏まえた情報発信 



 

Ⅱ 目標の会員数等 

 

１．平成 28年度末目標  

会員数１５，０００人 又は 事業所数２，３５０所 

 

 

Ⅲ 会議等 

 

１.役員会等 

 

（1）評議員会 6月（定時評議員会）のほか適時開催 

（2）理事会  5月（事業報告、決算の審議） 

3月（事業計画、予算の審議）のほか適時開催 

 

２.会議・研修等への出席  

 

（1）会議・連絡会 

(一社）全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ通常総会（東京都） 

   (一社）全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ西ブロック会議（大分市） 

    (一社）全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ東海ブロック協議会（名古屋市） 

   指定都市中小企業福祉共済団体 連絡会議（相模原市） 

    静岡県勤労者福祉共済団体連合会（静岡市等） 

 静岡県勤労者福祉共済団体連絡会（静岡市等） 

    中部地区勤労者福祉サービスセンター連絡会（静岡市等） 

   静岡県勤労者共済団体事務担当者会議（静岡市） 

      

(2）研修 

   (一社）全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ実務担当者研修会（東京都）      

(一社）全国中小企業勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ業務運営研修会（東京都） 

   静岡市主催の研修会 

 
22年度末 23年度末 24年度末 25年度末 26年度末 

27年度 

（見込） 

会員数（人） 12,592 13,030 13,683 13,795 14,042 14,500 

事業所数

（所） 
1,867 1,919 2,015 2,093 2,165  2,260 



 

Ⅳ 事業内容 

 

公益目的事業 

１.中小企業勤労者等の生活の安定及び財産形成に資する事業（定款第 4条第 1号） 

 

(1)生活安定支援 

①生活関連物資の斡旋事業（会員には利用補助を行う） 

・すし券、年賀はがき、商品券等の斡旋  

・会報誌に切り取り式クーポン券の掲載 

②生活関連物資の紹介事業 

・常備薬、お歳暮、お中元等の紹介 

③店舗等の利用割引事業  

・飲食店等に会員証を提示する事により、割引料金で利用できる提携施設、 

    指定店の拡充に努める。   

 

(2)情報提供事業 

①相談窓口斡旋事業 

   ・各種相談窓口の斡旋 

②生活関連セミナー 

   ・静岡県、静岡市、全労済、県労福協実施のセミナーの紹介 

 

（3）退職金制度の紹介 

    ・中退共、特退共、小規模企業共済 

 

（4）静岡県労働金庫の生活資金融資補助事業（本事業は会員のみが対象） 

・生活資金融資に伴う保証料に対する補助金 

  

２. 中小企業勤労者等の健康維持増進に資する事業（定款第 4条第 2号） 

 

（1）健康増進施設事業  

①健康増進施設との割引契約事業（会員には利用補助を行う） 

・温泉、プール、スポーツ施設等の入場チケットの斡旋 

・共通割引利用券の発行 

（温泉・健康ランド・プール等 会員のみ発行 年間 18枚） 

   ・プール海の家利用券の発行（夏季 4 枚） 

②施設等の利用割引事業  

・スポーツ施設等に会員証を提示する事により、割引料金で利用できる提



 

携施設、指定店の拡充に努める。 

  

（2）各種スポーツ大会等の実施（会員には参加費の利用補助を行う） 

①主催事業    

・インディアカ大会 

・フットサル大会 

②合同事業 

･グランドゴルフ大会 

・ゴルフ大会 

・ボウリング大会 

 

（3）健康管理の保持を支援するための事業 

①人間ドック・脳ドック補助事業（本事業は会員のみが対象） 

・人間ドック、脳ドックに対する補助金（年 1回） 

②郵送検診事業（会員には利用補助を行う）  

③会報誌にインフルエンザ予防接種切り取り式クーポン券の掲載 

 

３.中小企業勤労者等の自己啓発及び余暇活動に資する事業（定款第 4条第 3号） 

 

（1）各種セミナー・体験活動事業（会員には受講料補助を行う） 

①自己啓発セミナー事業 

・フラワーアレンジメント講座    

・ケーキ教室 等 

②体験活動事業 

・工場見学、収穫体験 等 

③学習支援事業 

 ・カルチャー倶楽部利用券の発行 SBS学苑（通年） 

・ＮＨＫ学園通信講座受講料割引（通年） 

・カルチャーセンター入会金割引（通年） 

・清水テルサ、ラペック静岡講座受講料割引（通年） 

・カルチャー施設等に会員証を提示する事により、割引料金で利用できる

提携施設、指定店の拡充に努める。 

 

（2）余暇活動施設事業 

①美術館・演劇・スポーツ等の各種鑑賞券斡旋事業(会員には利用補助を行う） 

・各種施設入場券・コンサート鑑賞券等の斡旋 

 



 

②施設等の利用割引事業 

   ・レジャー施設等に会員証を提示する事により、割引料金で利用できる提

携施設、指定店の拡充に努める。 

③レジャー施設・飲食店等との割引契約事業 

・共通割引利用券の発行 

（遊園地・動物園・映画館等 会員のみ発行 年間 18枚） 

・飲食店、契約施設等が割引料金で利用出来る利用券の配布 

④バスツアー等斡旋事業（会員には参加費の利用補助を行う） 

  ・東京へ行こう 

・伊勢神宮参拝 等 

⑤イベント事業（会員には参加費の利用補助を行う） 

・映画上映会 

・土肥花火クルーズ 等 

 

（3）宿泊旅行事業 

①宿泊施設の利用割引事業 

・契約宿泊施設等に会員証を提示する事により、割引料金で利用できる提

携施設、指定店の拡充に努める。 

②宿泊補助事業（会員のみ年１回） 

・１泊 5,000円以上の宿泊に対し、2,000円を補助 

 

 

４．中小企業勤労者等の老後生活の安定に資する事業（定款第 4条第 4号） 

 

（1）セミナー等の紹介（会員には参加費の利用補助を行う） 

 ①老後生活安定セミナー事業 

  ・年金セミナー 

  ・生きがいサポートセミナー 

 

（2）人との出会いの場の提供（会員には参加費の利用補助を行う） 

  ①イベント事業 

   ・婚活イベントの開催 等 

 

 

 

 

 



 

収益事業等（相互扶助事業） 

 

５．中小企業勤労者等に対する給付等に関する事業（定款第 4条第 5号） 

 

（1）全福ネット慶弔共済保険 

支払事由 保険金額（円） 

本
人
保
障 

疾病による死亡 65歳未満 300,000 

65歳以上 150,000 

不慮の事故による死亡 450,000 

交通事故による死亡 750,000 

疾病による重度障害 65歳未満 300,000 

65歳以上 150,000 

交通事故による障害（14級～重度） 30,000～750,000 

不慮の事故による障害（14級～重度） 18,000～450,000 

休業 14日以上 30日未満 10,000 

休業 30日以上 60日未満 15,000 

休業 60日以上 90日未満 20,000 

休業 90日以上 120日未満 25,000 

休業 120日以上 30,000 

本
人
財
産
保
障 

火災等 50％以上 200,000 

30％以上 50％未満 140,000 

20％以上 30％未満 100,000 

20％未満 40,000 

自然災害 

（床上浸水を除く） 

70％以上 60,000 

20％以上 70％未満 30,000 

20%未満 6,000 

自然災害（床上浸水） 損害の程度に関わらず一律 12,000 

慶
弔
見
舞
金
保
障 

配偶者の死亡 50,000 

子の死亡 20,000 

親の死亡 10,000 

住宅災害による同居親族 

（配偶者・6親等内血族・3親等内姻族）の死亡 

10,000 

会員の還暦 10,000 

 

 

 



 

（2）独自慶弔共済 

支払事由 共済金額（円） 

会員の結婚 20,000 

会員の子の出生 10,000 

会員の子の小学校入学 5,000 

会員の子の中学校入学 5,000 

会員の成人 10,000 

会員の銀婚 10,000 

会員の古希 御祝品 

その他の死亡 100,000 

 

（3）その他 

①中小企業退職金共済掛金補助事業 

・中退共、特退共制度の紹介、加入手続き 

②会員の結婚又は死亡及び弔慰金の対象となる家族の死亡に対し、慶弔電報 

の送付 

 

６．その他この法人の目的を達成するために必要な事業（定款第 4条第 6号） 

 

（1）会員の加入促進活動 

  ①会員の拡大策 

中小企業で働く多くの勤労者に福利厚生事業を提供するために会員の拡大

を実施 

・会員による紹介 

 紹介した事業所が新たに加入した場合、紹介した会員等に対し、 

報奨品を支給  

   ・広報推進員による勧誘の強化 

     他団体等との業務協力の検討 

  ・ 事業所へポスティング 

     入会案内・会報誌等をポスティング（駿河区） 

・事業所訪問、説明会 

広報推進員が制度内容を説明し、入会の勧誘を行う。 

   ・従業員全員が入会していない会員事業所へ追加入会を勧める。 

  ②広報・宣伝活動の拡大 

   知名度アップを目指し、各種の広告・ＰＲ活動を積極的に実施 

   ・静岡東宝会館・藤枝シネ・プレーゴへのシネマ広告 

（中部 5センター共同事業） 



 

・事業に参加した会員以外の人への広報活動 

・各区役所、生涯学習センターや商工会議所等への入会案内の設置 

 

 （2）事業の創生 

    ①事務担当会議の開催 

     会員事業所に交流の場を提供し、情報交換を行うことにより、会員のニ

ーズの把握に努め、事業を一層充実することにより、退会防止にもつなげ

る。 

   ②アンケートの実施 

事業の参加者にアンケートを実施し、会員の満足度を把握し、今後の事

業展開につなげる。       

  

（3）情報発信・収集 

   ①会報誌「はぁふたいむ」発行 

・各種イベントや事務局からのお知らせ等を掲載した「はぁふたいむ」を、

毎月(年 12回)発行する。 

   ②インターネットの活用 

   ・ホームページをリニューアルし、既存会員へのサービス向上と新規事業 

所獲得につなげる。 

   ③中小企業勤労者のニーズの把握 

     ・会報誌やホームページ、事業を通じてアンケートを実施し、勤労者のニー

ズの把握に努める。 

          

（4）他団体との連携 

   ①全福センターとの連携 

   ・サービス向上に資するため、全福センター及び傘下の他団体から情報を

収集する。 

②他団体との情報交換 

・県内及び全国の他団体と緊密な情報交換を行い、事業の充実を図る。 

  ③他団体との事業連携 

    ・サービス向上に資するため、他団体と連携し事業の充実を図る。 

 

（5）収益事業等への取り組み 

   ・安定した財政基盤確立のため、会報誌への広告掲載やチラシの折込み、  

物資斡旋などによる自主財源の確保に努める。  


